
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．都市計画の内容 

（１）位置 

札幌市手稲区星置 1条 8丁目及び 9丁目の各一部、2条 8丁目、2条 9丁目、 

3条 8丁目及び 3条 9丁目 

（２）都市計画の変更内容 

星置通西第二地区地区計画における「駅前センター地区」を「駅前利便地区」へ変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

   

 

  

 

 

航空写真（平成 20年撮影） 

都市計画道路 
ほしみ駅前通 

都市計画道路 
星置西通 

都市計画道路 
北 5条・手稲通 

ほしみ駅 

凡例 
地区計画区域 

地区計画変更区域 

市界 

小樽市 札幌市 

星観緑地 

駅前センター地区 

…商業業務機能を中心とした周

辺地域のサービスの核となる

地区 

駅前利便地区 

…駅前にふさわしい利便施設が

立地し、良好な街区の形成が図

られる地区 

 

凡例 

議案第３号 参考資料 

N 

都市計画公園 

 

都市計画公園 

低層専用住宅地区 

 

一般住宅Ａ地区 

 

一般住宅Ｂ地区 

 

一般住宅Ｃ地区 

 

一般住宅Ｄ地区 

 

集合住宅地区 

 
沿道地区 

 

駅前センター地区 

 
駅前利便地区 

 
樹林地 

 

（第一種低層住居専用地域） 

 

（第一種住居地域） 

 

（第一種住居地域） 

 

（第二種中高層住居専用地域） 

 
（第二種中高層住居専用地域） 

 

（第二種中高層住居専用地域） 

 
（準住居地域） 

 

（近隣商業地域） 

 
（近隣商業地域） 

 
（第一種低層住居専用地域） 

 

下手稲通 
都市計画道路 

□星置通西第二地区について 

都市計画道路 
星置通 

星置川 



 
 駅前センター地区  駅前利便地区 

用途の制限 

以下は建築不可 

(1)住宅 

(2)共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(3)学校（専修学校及び各種学校を

除く。）、図書館その他これらに類

するもの 

(4)病院 

(5)畜舎 

(6)自動車教習所 

以下は建築不可 

(1)住宅 

 

 

 

 

 

(2)畜舎 

(3)自動車教習所 

敷地面積の 

最低限度 
300㎡ 200㎡ 

壁面後退距離 道路境界線から 3ｍ以上 
都市計画道路境界線から 3ｍ以上 

その他道路境界線から 1.5ｍ以上 

形態・意匠 

の制限 

道路側に傾斜する 

屋根形態の制限 

 
２．経緯 

・「星置通西第二地区」は、平成５年に開発許可を受け民間による宅地開発事業が進められた地

区であり、平成６年に市街化区域に編入、同年に地区計画を決定し、その後、土地利用の現況・

動向の変化などに応じた３回の地区計画変更を経て、現在に至っている。 

・駅前センター地区は、平成６年の地区計画決定以来、長期的に未利用の状況である。 

・この長期未利用地を活用することを目的に、この度土地所有者より、都市計画法第２１条の２

の規定に基づき、地区計画の変更に関する都市計画提案が提出された。※１ 

 
３．理由 

・本提案は、長期未利用地について地区の特性を生かした土地利用の誘導を図ることを意図した

ものであり、変更後の土地利用計画の内容についても、札幌市都市計画マスタープランにおい

て位置付けている、郊外住宅地及びＪＲ駅周辺の土地利用の考えに適合している。※２ 

・また、長期的に未利用となっている土地を有効に活用することは、都市計画マスタープランに

おける、住要求の変化を踏まえた郊外住宅地の質の維持・向上や、地域コミュニティの活力の

維持にもつながると考えられることから、都市計画の変更を行うものである。 

 

（参考） 

※１ 都市計画提案制度 

一定の要件を満たす場合に、土地所有者等が地方公共団体に対して都市計画の決定や変更の

提案ができる制度 

 

※２ 札幌市都市計画マスタープラン関連部分抜粋 

  市街地の土地利用方針 

郊外住宅地：低層住宅の住環境の保護を図ることを基本に、戸建住宅を主体としながら地

域の住環境と調和する集合住宅や生活利便施設が必要に応じ立地する住宅

市街地の形成を目指す 

ＪＲ駅周辺：ＪＲの駅の周辺においては、交通結節性や基盤整備状況などの地区特性に  

応じて生活関連機能等の立地に対応する 

 


